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※法律等の条文の記載について 

法律等の条文を記載するにあたっては、原則として、条・項・号については「第」

をつけているが、適宜「第」を省略していることがある。 

 

※数字の記載について 

本文中の数字は原則として、全角で「，」をつけない。表等の数字は適宜全角又は半

角を用いている（資料等を抜粋した場合は、そのものを掲載している。）。ただし、

適宜「、」、「．」又は「，」を付記していることがある。 

 

※略称について 

法令、条例、内規等については、適宜略称をする際、本文中にてその旨を明示して

いる。また、包括外部監査人については、適宜「監査人」と略称することがある。 

 

※年度について 

原文が「平成３１年度」となっているものを除いて、原則として「令和１年度」又

は「令和元年度」と記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１部  

 

 

包括外部監査の概要 
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第１章 包括外部監査の概要 

 

第１ 外部監査の種類 

地方自治法第２５２条の３７第１項に基づく包括外部監査 

 

第２ 選定した特定の事件 

１ 外部監査のテーマ 

高齢者福祉に関する財務・事務執行 

２ 外部監査の対象期間 

原則として２０２４（令和６）年度。ただし必要に応じて他年度。 

 

第２章 事件を選定した理由 

 

我が国では急速な高齢化が進行しており、特に７５歳以上の後期高齢者

の割合は今後さらに増加すると見込まれている。佐世保市においても同様

に高齢化が進展しており、２０２０（令和２）年１０月１日の国勢調査に

おける人口は２４万３２２３人、うち高齢者人口は７万７１７３人、高齢

化率は３１．７％となっており、今後さらなる高齢化率の上昇、現役世代

の減少が進むと見込まれる。これに伴い、高齢者福祉サービスへの需要が

急増している。また、介護人材の不足や介護給付費の増加により、限られ

た資源を有効に活用する必要性が高まっている。また、高齢者福祉関連の

施策は、介護保険、在宅支援、施設整備など多岐にわたり、関係する法制

度も複雑である。そのため、事務執行の適正性・効率性の検証が必要であ

る。さらに高齢者福祉関連の歳出規模は大きく、多額の財政支出がなされ

ていると考えられる。将来の需要を考えると、費用対効果、無駄の排除、

適切な財源配分を厳密に検討していく必要がある。佐世保市としてどのよ
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うに高齢者福祉を行っていくかについては市民の関心が高く、その取り組

みを今後も十分に進めていくためには、高齢者福祉に関する財務・事務執

行を適切に管理することが非常に重要となる。 

また、これまで佐世保市の包括外部監査において同内容の監査が実施さ

れていないことから、高齢者福祉に関する事業について、財務・事務執行

が効果的かつ適切に実施されてきたかどうか検証を行うことは有意義であ

り、どのような事業が必要で何が足りないかという観点からも検証を試み

たく、本年度の監査テーマとして選定した。 

 

第３章 包括外部監査の手法 

 

第１ 外部監査の対象部署 

佐世保市の事務分掌として高齢者福祉に関する施策を統括している佐世

保市保健福祉部のうち長寿社会課、健康づくり課、指導監査課を主要な監

査対象とし、関連する全部局の取組についても監査対象とした。 

 

第２ 外部監査の観点 

高齢者福祉に関する事業の財務・事務執行の現状監査につき、その施策

や事務執行並びにその結果については、法令による是非を問われるべきも

のである。それゆえ、これらについては、適法性、有効性及び効率性に重

点を置いて検証した。また、その財務については、税金を直接の原資とし

ていることから、適法性、有効性及び効率性に加え、経済性も併せてその

適否につき留意した。 

それぞれの語句の意味について、以下のとおりである。 

 

   適法性   法令等の根拠に照らし、高齢者福祉に関する事業の事務執
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行が適切に執行されているか。 

   有効性   事務・事業の遂行及び予算の執行の結果が、所期の目的を

達成しているか、また、効果を上げているか。 

   経済性   より少ない費用で実施できないか。 

   効率性   佐世保市における高齢者福祉に関する支出につき、同じ費

用でより大きな成果が得られないか、あるいは費用との対比

で最大限の成果を得ているか。 

 

第３ 外部監査の手続 

主な手続は、以下のとおりである。 

 

１ 関係資料（法規集・文献等）の収集・検証 

２ 関係部署に対するヒアリング・書面照会 

関係部署に対し、必要に応じて、ヒアリングを実施した。また、適宜、

関係部署、特に、佐世保市保健福祉部をはじめとする各部署への書面照

会を用いて事実確認を行った。  

３ 関係書類の閲覧 

関係部署へ必要書類の閲覧を求め、閲覧した。原本確認が必要なもの

は原本を確認した。 

 

第４章 包括外部監査の期間 

 

２０２５（令和７）年４月１日～２０２６（令和８）年３月３１日 

 

第５章 包括外部監査人及び包括外部監査人補助者 
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本監査において、監査人は、監査の事務に際し、監査人補助者による補

助を受けている（地方自治法第２５２条の３２第１項）。 

監査人を含め弁護士５名体制である。 

 

   包括外部監査人      弁護士  馬 場  章 廣 

   包括外部監査人補助者   弁護士  松 田  貴 史 

   同上           弁護士  堤  智 代 美 

   同上           弁護士  今 井  寧 子 

   同上           弁護士  岡 谷  貴 祐 

 

第６章 利害関係 

 

選定した特定の事件につき、地方自治法第２５２条の２９の規定により

記載すべき利害関係はない。 

 

第７章 報告書の構成 

 

第１ 全体の構成 

   第１部  包括外部監査の概要 

   第２部  佐世保市の財政及び人口の推移 

   第３部  佐世保市における高齢者福祉の施策 

   第４部  往査 

   第５部  総括 

 

第２ 各部の各章の構成 

本報告書では、第２部及び第３部において、基本的に、以下の構成で記
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載することとした。ただし、章によっては、当該構成での記載が難しい場

合は、別の構成によっている。 

 

１ 監査の観点・監査の方法 

当該項目において意識した監査の観点と監査の方法を記載した。 

２ 組織概要等 

佐世保市の高齢者福祉に関する施策を担当する佐世保市保健福祉部

（長寿社会課、健康づくり課、指導監査課）について、適宜組織概要等を

記載した。 

３ 法令、内規等（規範） 

佐世保市における高齢者福祉については、介護保険法、老人福祉法な

ど国の法令が定められているが、地域毎の需要への対応のため、佐世保

市においても各条例及び内規が具体的な手続を定めている。関係法令や

内規等についても内容を精査した。   

４ 現実の運用状況、手続内容の摘示（事実） 

監査にて把握した実際の予算執行状況につき、必要に応じて選別の上

で、運用状況及び手続内容について摘示した。 

５ 意見等 

監査項目についての判断となる指摘及び意見、評価については、上記

の規範及び運用状況等事実について、適宜個別に付するとともに、各章

の総論的なものについては最後に記載した。それぞれの意義は次のとお

りである。 

（１） 規範に反しているもの、数値目標等が設定されているものの目標

に達していないものは「指摘」とする。 

（２） 規範には反していないものの改善・変更をすべきと考えるものを

「意見」とする。 
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（３） 事務執行のうち評価されるべき点については、端的に「評価」と

記載している。 
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第２部 

 

 

佐世保市の財政及び人口の推移 
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第１章 佐世保市の財政の推移 

 

第１ 普通会計 

 

１ 佐世保市の一般会計及び特別会計を統一的に再構成した普通会計につき、

２０２０（令和２）年度から２０２４（令和６）年度までの決算の推移は

以下のとおりである。  

                   （単位：千円） 
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２ 決算統計主要指標比較表（２０２０（令和２）年度から２０２４（令和

６）年度まで） 

（単位：千円） 

 

 

３ 決算統計主要指標比較表（普通会計ベース） 

（２０２０（令和２）年度から２０２４（令和６）年度まで） 

（単位：千円） 
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第２ 一般会計 

 

１ 一般会計決算の推移（２０２０（令和２）年度から２０２４（令和６）

年度まで） 

（単位：千円） 
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２ 一般会計歳入決算額（２０２０（令和２）年度から２０２４（令和６）

年度まで） 

（単位：千円） 
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一般会計歳入について、最も重要な自主財源である佐世保市税は、概ね

横ばい状態となっている。２０２０（令和２）年度以降、大きくはないが

地方消費税の増加傾向があり、また、国庫支出金が２０２０（令和２）年

度に大きく増加している。これは、２０１９（令和元）年１０月に、消費

税額が「８％⇒１０％」となったため消費税が増額したものであり、また、

国庫支出金については、特別定額給付金事業や新生児等特別定額給付金事

業のための増額、並びに、「新型コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金」

の交付による増額である。 

 

３ 一般会計目的別歳出決算額（２０２０（令和２）年度から２０２４（令

和６）年度まで） 

（単位：千円） 
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第３ 財政に関する見通し 

 

１ 佐世保市中期財政計画の概略 

（１）佐世保市の財政に関する見通し 

佐世保市の財政に関する見通しについては、２０２４（令和６）年１０

月、佐世保市財務部が「佐世保市中期財政計画（令和７年度～令和１１年

度）」を策定している。同計画の概略は、以下のとおりである。 

（２）財政計画：２０２４（令和６）年時点での財政上の問題 

ア 収支全体 

２０２５（令和７）年度から２０２９（令和１１）年度の収支不足幅

は累積で△３５０．８億円となる見込みである。財政調整基金（年度に

よる財政不均衡を調整するため財源に余剰がある際に積み立てておく

基金）を全額繰り入れるとしても収支不足が改善しない厳しい状況に

ある。 

イ 歳入 

内閣府が公表した中長期の経済財政に関する試算（２０２４（令和６）

年７月）において、ＧＤＰは人口減少が本格化していく中、女性・高齢

者を中心とした労働参加を促進し、官民連携の下、人への投資、ＧＸ、

ＤＸなどの重点課題における中長期の計画的な投資が推進され、民間

投資が活性化していくことで潜在成長率が着実に上昇するとともに、

所得の増加が消費に結びつく形で、佐世保市税については、２０２５

（令和７）年度は３０１．２億円（２０２３（令和５）年度比＋３．２

億円）が見込まれる。 

地方財政対策による推計を参考とした歳入純一般財源（１款（佐世保

市税）、２款～９款（譲与税及び長崎県税交付金）、１１款（地方特例交

付金）、１２款（地方交付税）、２３款（臨時財政対策債）の合計額）は、
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２０２３（令和５）年度計画（２０２４（令和６）～２０２８（令和１

０）年度）と今回の同期間を比較すると、６０．８億円の増となる。 

２０２４（令和６）年度の「骨太の方針２０２４」の中で、引き続き

地方の一般財源総額は、２０２７（令和９）年度までの３年間は一定水

準を確保することが示されているものの、それ以降は不透明な状況で

あり、恒常的な財源不足が続く中、物価高騰等への対応も加わり一段と

厳しさを増した現下の国の財政事情を鑑みれば、国の歳出改革等に係

る地方財政への影響について注視していく必要があり、今後の地方財

政は厳しい財政運営が予想される。 

ウ 歳出 

新型コロナウイルスワクチン接種、生活保護費、後期高齢者医療事業

繰出金の増などにより、社会保障関係経費が２１２億円増加するとと

もに、新規事業（高校生の福祉医療費（現物支給）、不妊治療への支援

（交通費助成）など）により５４．７億円（一般財源ベース２８．０億

円）の増加となり、物価高騰（人件費・委託料・郵便料など）の影響な

どによって、１９．２億円増加していることなどから、２０２４（令和

６）年度の財政見通しでは収支不足３５０．８億円（前年度比７．２億

円の収支不足の拡大）となった。 

エ 財政計画 

第６次行財政改革推進計画（後期プラン）に掲げる改革改善の取組み

を継続して実施し、財源調整後の収支不足△１１．２億円は、第７次行

財政改革推進計画（行革推進プラン）の取組みによる改革改善効果額で

補い、財政運営の健全性の維持を目指す。 
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第２章 人口の推移     

                    

第１ 佐世保市の人口の推移 

全国的に少子高齢化、人口減が続いており、佐世保市においてもそれは

同様である。２０１９（令和元）年以降は総人口が２５万人を割る状況と

なっており、今後も人口減が続くことが見込まれる。 
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佐世保市における高齢者福祉の施策 
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第１章 監査の観点・方法 

 

佐世保市における保健福祉部各課の組織運営・事務分掌、「佐世保市老人福祉

計画・第９期佐世保市介護保険事業計画」の内容並びに予算等について佐世保

市に資料提出を求め、これらの現状を確認した。これらの点について、適宜意

見を述べる。 
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第２章 我が国における高齢者福祉の経緯・内容等  

 

第１ 我が国の高齢者福祉の歴史 

 

江戸期までの扶養は家族と地域が担い、国家による制度は存在しなかった。

明治期に入り、貧困者救済を目的とした恤救規則が制定されたが、高齢者福祉

は「困窮者支援」として扱われ、制度の対象は生活困窮者に限られていた。 

１９２９（昭和４）年の救護法（ただし、予算の不足により施行は１９３２（昭

和７）年）は高齢者を含む「貧窮者」の保護を規定したが、依然として貧困対

策の延長線上にあった。 

戦後、食糧難や住宅不足が深刻化し、生活保護法（１９４６（昭和２１）年

旧法）が制定された。１９５０（昭和２５）年の新生活保護法、１９５１（昭

和２６）年の社会福祉事業法（後の社会福祉法）は、福祉の国家責任と利用者

の権利を示したが、高齢者支援は生活困窮者に限定されていた。 

１９５９（昭和３４）年の国民年金法により高齢者に対する年金制度が創設

され、１９６１（昭和３６）年には保険料を納めれば誰でも加入できる国民皆

年金と国民皆保険が実現した。 

１９６３（昭和３８）年制定の老人福祉法は、日本の高齢者福祉の転換点で

ある。同法はそれまで生活保護法の枠内であった高齢者支援を独立した法律と

して位置付け、老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホームなどの施設

整備、在宅介護サービスや保健指導、健康診査の実施などを制度化した。この

時代の政策は、高齢者を「支援される主体」として公的に認め、在宅福祉と施

設福祉を両輪とする体制整備を行った。 

１９７０年代に入ると経済成長により国家財政に余裕が生まれ、福祉の拡大

が進んだ。１９７２（昭和４７）年の老人福祉法改正では老人医療費支給制度

が創設され、翌１９７３（昭和４８）年から７０歳以上の医療費が原則無料と
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なった。そのため、短期間に医療機関受診者が急増した。しかし、医療費の急

激な膨張は財政を圧迫し、制度の持続可能性が問題となった。 

医療費無料化による財政悪化に対応するため、政府は１９８２（昭和５７）

年に老人保健法（１９８３（昭和５８）年施行）を制定した。同法は医療費全

額無料制度を廃止し、７０歳以上は外来一部負担（当初は月額４００円）、７０

歳未満の特定高齢者には医療費の一部負担を導入した。また、費用負担を医療

保険者間で調整する老人保健拠出金制度を創設し、高齢者健康診査や健康教育

など予防事業を位置付けた。これにより高齢者医療は「保険制度の一部」とな

り、高齢者福祉は医療・介護・予防の三位一体で進められるようになる。 

１９８０年代後半には、核家族化と女性の就業拡大により家庭内介護が困難

になり、寝たきり老人の増加が社会問題となった。政府は１９８９（平成元）

年に「高齢者保健福祉十か年戦略（ゴールドプラン）」を策定し、２０００（平

成１２）年までにホームヘルパー１０万人、ショートステイ施設１０万床、デ

イサービスセンター１万か所など数値目標を掲げて在宅介護サービスを整備

した。在宅介護支援センターや介護者教室の設置も進み、「寝たきりゼロ作戦」

を合言葉に介護予防と在宅生活支援が推進された。 

高齢者数の急増と介護負担の増大により、従来の措置制度では限界が指摘さ

れた。１９９７（平成９）年に介護保険法が成立し、２０００（平成１２）年

４月から介護保険制度が施行された。この制度は社会保険方式を採用し、市町

村を保険者とする公的介護保険を創設した。６５歳以上の全住民（第１号被保

険者）と４０～６４歳の医療保険加入者（第２号被保険者）が保険料を負担し、

要介護認定を受けた人が介護サービスを利用できるようになった。利用者は１

割（後に２～３割）の自己負担でサービスを利用し、措置制度から契約制度へ

と転換した。 

介護保険制度導入後、軽度者への過剰サービスや給付費膨張が課題となり、

２００５（平成１７）年改正（２００６（平成１８）年施行）では予防給付が
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創設され、要支援１・２の人に介護予防サービスを提供する仕組みが導入され

た。市町村には地域包括支援センターを設置し、介護予防ケアマネジメントや

総合相談を担わせた。また、施設サービス費から食費・居住費が保険給付対象

外となり、利用者負担の見直しが行われた。さらに地域密着型サービス（小規

模多機能型居宅介護や認知症対応型共同生活介護など）が創設され、市町村が

事業者を指定・監督する仕組みが整った。 

２００８（平成２０）年の改正では事業者の人員基準や管理体制の強化が図

られ、２０１１（平成２３）年には「地域包括ケアシステム」という概念が提

唱された。２０１５（平成２７）年度からは「地域支援事業」の再編により、

要支援者向け訪問介護・通所介護が市町村事業に移行し、住民主体の助け合い

活動等も活用されている。近年は医療と介護の連携（医療介護総合確保推進法）

や認知症施策推進大綱などが進められ、介護人材の確保、ＩＣＴ活用による遠

隔ケア、在宅看取り支援など多様な取り組みが展開されている。 

日本の高齢者福祉は、救貧から普遍的福祉への転換、高齢者医療制度の創設、

在宅支援の強化、そして介護保険制度による社会化と自己決定尊重へと段階的

に発展してきた。急速な高齢化と家族形態の変化に対応しながら、法制度は継

続的に改正されており、地域包括ケアや認知症支援など「地域共生社会」の実

現を目指している。 
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第２ 我が国における高齢化の現状 

 

 我が国の総人口は、２０２４（令和６）年１０月１日現在、１億２３８０万

人となっている。６５歳以上人口は、３６２４万人となり、総人口に占める割

合（高齢化率）も２９．３％となった。６５歳以上人口を男女別に見ると、男

性は１５７２万人、女性は２０５３万人で、性比（女性人口１００人に対する

男性人口）は７６．６であり、男性対女性の比は約３対４となっている。６５

歳以上人口のうち、「６５～７４歳人口」は１５４７万人（男性７４１万人、女

性８０５万人）で、総人口に占める割合は１２．５％となっている。また、「７

５歳以上人口」は２０７８万人（男性８３０万人、女性１２４７万人）で、総

人口に占める割合は１６．８％であり、６５～７４歳人口を上回っている。 

我が国の６５歳以上人口は、１９５０（昭和２５）年には総人口の５％に満

たなかったが、１９７０（昭和４５）年に７％を超え、さらに、１９９４（平

成６）年には１４％を超えた。高齢化率はその後も上昇を続け、２０２４（令

和６）年１０月１日現在、２９．３％に達している。また、１５～６４歳人口

は、１９９５（平成７）年に８７１６万人でピークを迎え、その後減少に転じ、

２０２４（令和６）年には７３７３万人と、総人口の５９．６％となった。 
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第３章 佐世保市の高齢者福祉の現状と課題 

 

 佐世保市は長崎県北部の中核市として県北地域を支える都市だが、人口は長

期的に減少傾向にある。２０２０（令和２）年国勢調査時点の人口は２４万３，

２２３人で、高齢者（６５歳以上）は７万７１７３人、高齢化率３１．７％で

あった。１９８０（昭和５５）年には総人口２８万８２３１人で高齢者比率は

１０．６％だったが、２０１５（平成２７）年には２５万５４３９人に減少し

高齢化率が２９．１％に達した。市の推計によると、２０２５（令和７）年に

は高齢化率が３３．２％、２０４０（令和２２）年には３６．９％に達し、３

人に１人以上が高齢者となる。国立社会保障・人口問題研究所の推計では、１

５年後には人口が２２万人程度に減り、２０１５（平成２７）年比で約３万４

千人の減少が見込まれ、２０３５（令和１７）年には高齢化率が３３．１％と

なる。２０２６（令和８）年１月の推計人口は２２万６２７５人で、出生９５

人に対し死亡者が２９４人となり、自然減と社会減が続いている。 

人口構造の変化の特徴は、出生数の大幅な減少と若年層の流出である。２０

１０（平成２２）年から２０２０（令和２）年にかけては、２０～４９歳の女

性人口が１５％減少し、出生数と婚姻件数はいずれも約２４％減少している。

大学進学や就職で若者が都市圏へ流出しており、多くの地域で転出超過が続く

中、離島や中山間地域では人口減が顕著で、２０１５（平成２７）年から２０

３５（令和１７）年にかけて宇久島や黒島では約４割の人口減少が見込まれる。 

佐世保市の高齢者施策は、老人福祉法第２０条の８に基づく「市町村老人福

祉計画」と介護保険法第１１７条に基づく「市町村介護保険事業計画」を一体

的に策定している。「佐世保市老人福祉計画・第９期佐世保市介護保険事業計

画」（２０２４（令和６）～２０２６（令和８）年度 本監査の対象。）では、

団塊世代が７５歳以上となる２０２５（令和７）年、団塊ジュニア世代が６５

歳以上となる２０４０（令和２２）年を見据えて介護基盤や人材の整備を進め
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る。 

要介護者を支える家庭の負担も大きい。要介護者から見た主な介護者は約４

割が同居家族であり、内訳は配偶者２２．９％、子１６．２％、子の配偶者５．

４％で、介護者の６８．９％が女性である。主な介護者の年齢は、男性で７５．

０％、女性で７６．５％が６０歳以上であり、老老介護や複合的介護が増えて

いる。家族の介護や看護を理由とした離職者数は２０１６（平成２８）年１０

月から２０１７（平成２９）年９月の調査によると、約１０万人で、そのうち

女性が約８万人と多かった。 

佐世保市は山間部と離島を抱え、地域ごとに高齢化率やサービス需要が異な

る。２０２３（令和５）年度の高齢化率は市全体で３２．９％だが、高齢化率

が高い圏域は宇久（宇久島と寺島）５９．９％、世知原４７．５％、鹿町４２．

７％である。離島では介護老人福祉施設や訪問介護事業所などの介護サービス

が限られ、黒島・高島・寺島では島内で十分なサービスが提供されていない。

長崎県の離島医療計画では、医療機関が必要時にオンライン診療を含む遠隔医

療を活用できるよう機器整備を支援し、医師・歯科医師の確保や派遣に努める

方針が示されている。 
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第４章 佐世保市における高齢者福祉に関する施策の概要と担当部局 

  

第１ 計画の概要  

佐世保市は、老人福祉法第２０条の８に基づく「市町村老人福祉計画」と

介護保険法第１１７条に基づく「市町村介護保険事業計画」を一体的に策定

するものとして「佐世保市老人福祉計画・第９期佐世保市介護保険事業計画」

を作成した（計画期間は、２０２４（令和６）年度から２０２６（令和８）

年度までの３年間）。 

また、本計画の第４章第４節「成年後見制度利用促進基本計画」は、成年

後見制度の利用の促進に関する法律に規定される「成年後見制度利用促進基

本計画」と位置付けられている。 

老人福祉計画は、佐世保市における高齢者に関する施策全般にわたる計画

であり、すべての高齢者に対する福祉事業全般及び介護に関する総合的な計

画である。また、介護保険事業計画は、老人福祉計画のうち、介護・支援を

必要とする高齢者及び要支援・要介護状態となる可能性の高い高齢者に対す

る施策に関する計画である。 

本計画は、「佐世保市総合計画」を最上位計画とし、上位の「佐世保市地域

福祉計画・佐世保市地域福祉活動計画」をはじめ、他の関連計画や長崎県の

定める関連計画との整合性を図っている。 
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第２ 佐世保市における担当部局と財務内容 

高齢者福祉に関する施策は多岐にわたるが、本報告書では、高齢者福祉に

関する施策に関係が深い佐世保市保健福祉部のうち、長寿社会課、健康づく

り課及び指導監査課について述べる。 

 

 

 

１ 長寿社会課の職務分掌と財務内容 

（１）長寿社会課について  

長寿社会課は、高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定と推進、介護

保険料率の決定・徴収、要介護認定申請受理や審査会運営、介護給付や地

域支援事業など高齢者福祉に関する施策全般を担当する。            

（２）事務分掌 

長寿社会課の事務分掌は以下の通りである。 

ア 職務分掌 
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長寿社会課の職務分掌は以下の通りである。なお、提供された資料の

うち、職員の氏名は削除している。 
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